
寒河江市障害者地域活動支援センター事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条の規定に基づ

き、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の居住する地域の実情に応

じて、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を

供与するとともに、その機能を充実強化することにより、障害者等の地域生活

支援の促進を図るために実施する地域活動支援センター事業（以下「事業」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、寒河江市とする。ただし、市長は、事業の全部又は

一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活

動法人等の団体（以下「法人等」という。）に委託することができるものとする。 

（事業の内容） 

第３条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 基礎的事業 地域活動支援センターに障害者等を通わせ、創作的活動又は

生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等を図る事業をいう。 

⑵ 機能強化事業 地域活動支援センターに専門職員（精神保健福祉士等をい

う。以下同じ。）を配置し、日常生活の支援、指導及び訓練並びに関係機関と

の連絡調整並びに心理教育、家族教室等を実施する。また、障害者等の自主

活動の育成及び支援を行うとともに、障害に対する理解促進を図るための普

及啓発等を実施する。 

（職員配置） 

第４条 この事業におけるサービスを提供する法人等は、基礎的事業においては、

２名以上の職員を配置し、うち１名は専任者とする。ただし、機能強化事業を



併せて実施する場合は、基礎的事業に加え１名以上を配置し、うち２名以上を

常勤とする。 

（利用対象者） 

第５条 この事業の対象者は、法における介護給付費の利用可能な対象者として、

市の認定等を受けている障害者等（以下「利用対象者」という。）とする。 

（利用の申請） 

第６条 事業を利用しようとする障害者等（以下「申請者」という。）は、地域活

動支援センター事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならな

い。 

（利用の決定通知） 

第７条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の

可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定（却下）通知書（様

式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

（利用方法） 

第８条 前条の決定通知を受けた者は、あらかじめ運営主体となる法人等と利用

に関する契約を締結しなければならない。 

（費用の負担） 

第９条 利用対象者が、事業を利用する費用は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用対象者は、地域活動支援センター内での飲食

物費、日用品費その他個人に係る実費を負担しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第１０条 事業に携わる者は、職務上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 



附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

地域活動支援センター事業利用申請書 

 

  年  月  日 

寒河江市長         様 

 

住所                  

氏名                   

 

下記のとおり、地域活動支援センター事業の利用を申請します。 

申

請

者 

フリガナ  
生年月日 年  月  日 

氏  名  

居 住 地 
 

電話番号  （  ） 

フ リ ガ ナ  
生年月日 年  月  日 

利用申請に係 

る 児 童 氏 名 

 

 
続 柄  

身体障害者 

手 帳 番 号 

 

        

療 育 手 

帳 番 号 

 

       

精神保健福 

祉手帳番号 

 

      

 

他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 

 

 

 

障害福祉 

サービス 

 

障害支援 

区  分 
有・無 区分   １  ２  ３  ４  ５  ６     

認定有効期間   年  月  日～   年  月  日 

利用中のサービスの種類と内容等 

 

介護保険 

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（  ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

利用中のサービスの種類と内容等 

利 用 施 設 名  

支 援 の 内 容 
 

備 考 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

地域活動支援センター事業利用決定（却下）通知書 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

寒河江市福祉事務所長             

 

 

  年  月  日付けで申請のありました地域活動支援センター事業の利用

について、下記のとおり決定（却下）しましたので通知します。 

 

記 

 

１．利用決定します。 

  （１）利用者氏名    

（２）利用者住所    

（３）利用決定期間    年  月  日～   年  月  日 

  （４）利用施設名 

 

注意事項 
本事業を利用する際は、この通知書を委託事業者に提示して、

利用に関する契約を締結してください。 

 

 

２．利用できません。 

（理由） 

 

 

 

 

 

 


